
（平成２５年１１月７日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東北地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 16 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 12 件



東北（宮城）厚生年金 事案 3183 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日

に係る記録を昭和 56 年 12 月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

41 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年 11 月２日から同年 12 月２日まで 

私は、昭和 49 年１月１日から 56 年 12 月１日までＡ事業所に勤務し

たが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。同年 12 月１日

付けの退職辞令を所持しており、申立期間も継続して勤務していたのは

間違いないので、厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ事業所の人事異動通知書、給与明細書及び所得税の

確定申告書、雇用保険の記録並びに同僚の証言から、申立人は、申立期間

において同事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所にお

ける厚生年金保険被保険者原票の昭和 56 年 10 月の記録及び上記給与明細

書の厚生年金保険料控除額から、41 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、Ａ事業所の業務を承継しているＢ事業所は、

申立期間の厚生年金保険料を控除し、社会保険事務所（当時）に納付した

と主張しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



業主が申立どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、行ったとは認められない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3184 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ事業所における

資格喪失日に係る記録を昭和 36 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 9,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年５月 31 日から同年６月１日まで 

私は、昭和 27 年にＡ株式会社（現在は、Ｃ株式会社）に入社し、平

成 10 年３月に退職するまで同社に継続して勤務していたので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ株式会社から提出された人事記録（基本台帳）及び雇用保険の加入記

録により、申立人は、申立期間においてＡ株式会社に勤務していたことが

認められる。 

また、Ａ株式会社は、商業登記簿により、昭和 34 年２月にＤ県Ｅ市か

らＦ県Ｇ市に本社を移転していることが確認できるところ、健康保険厚生

年金保険被保険者名簿及び同僚の一人が保管する同社の社員名簿とする資

料（昭和 35 年 10 月作成）等により、同市に移転した本社が 36 年６月１

日にＡ株式会社として厚生年金保険の適用事業所となるまでは、同社本社

のほか、同社Ｈ事業所及び各県の同社営業所等に勤務する者について、適

用事業所であった同社Ｂ事業所において一括して厚生年金保険を適用して

いたことがうかがえる。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

昭和 36 年６月１日に同社において厚生年金保険被保険者資格を取得して

いることが確認できる 82 人のうち、申立人を含む 81 人について、オンラ



イン記録により、その前日の同年５月 31 日に同社Ｂ事業所において被保

険者資格を喪失していることが確認できる。 

加えて、Ｃ株式会社は、「申立人の厚生年金保険料の控除について、当

時の資料は保管されていないため不明であるが、厚生年金保険の加入状況

から申立期間に退職したことは考え難く、申立期間も継続して勤務し、保

険料を給与から控除していたものと推認でき、記録の欠落については、当

時の手続に誤りがあったものと思われる。」旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ株式会社

に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ株式会社Ｂ

事業所における昭和 36 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、

9,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、

事業主が資格喪失日を昭和 36 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難いこ

とから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3185 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 63 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

28 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年９月 21 日から同年 11 月１日まで 

私は、昭和 42 年２月にＡ株式会社に入社し、63 年９月に同社の子会

社である株式会社Ｂに異動した後も継続して勤務したが、申立期間が厚

生年金保険の被保険者期間となっていない。 

申立期間も継続して勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されてい

たはずなので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂの元代表取締役及び複数の同僚の証言から判断すると、申立

人は、Ａ株式会社及び関連企業である株式会社Ｂに継続して勤務し（Ａ株

式会社から株式会社Ｂに異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人の主張及び複数の同僚の証言から、申

立人は申立期間において株式会社Ｂに勤務していたことが推認できるが、

同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 63 年 11 月１日である

ことから、申立人の厚生年金保険被保険者資格は、本来、同日までＡ株式

会社において有すべきものである。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿の昭和 63 年８月の記録か



ら、28 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、Ａ株式会社は既に解散しており、申立期間当時の代

表取締役からも回答は得られなかったが、申立人に係る同社の厚生年金保

険被保険者資格喪失日が、同社が加入するＣ厚生年金基金及びＤ健康保険

組合における資格喪失日と同日となっており、厚生年金基金、健康保険組

合及び社会保険事務所（当時）の全てが誤って同じ資格喪失日と記録した

とは考え難いことから、事業主が昭和 63 年９月 21 日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月及び同年 10

月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東北（福島）厚生年金 事案 3187 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を昭和 47 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万 3,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年８月 31 日から同年９月１日まで 

私は、昭和 45 年４月に株式会社Ａに入社し、53 年 10 月に退職する

まで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が未加入期間とな

っているのは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立期間において株式会社

Ａに継続して勤務していたことが認められる。 

また、株式会社Ａの事業主は、申立期間に係る給与からの厚生年金保険

料の控除について、当月控除であるとしているところ、申立人と同様に、

同社において昭和 47 年８月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失して

いる同僚が所持する同年８月分の給与明細書において、申立期間に係る厚

生年金保険料を控除されていることが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａにおけ

る健康保険厚生年金保険被保険者原票の資格喪失時（昭和 47 年８月 31

日）の記録から、３万 3,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、事業主が資格喪



失日を昭和 47 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所

（当時）がこれを同年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年８月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



東北（福島）厚生年金 事案 3188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失

日に係る記録を昭和 47 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年８月 31 日から同年９月１日まで 

私は、昭和 45 年４月に株式会社Ａに入社し、48 年 11 月に退職する

まで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が未加入期間とな

っているのは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立期間において株式会社

Ａに継続して勤務していたことが認められる。 

また、株式会社Ａの事業主は、申立期間に係る給与からの厚生年金保険

料の控除について、当月控除であるとしているところ、申立人と同様に、

同社において昭和 47 年８月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失して

いる同僚が所持する同年８月分の給与明細書において、申立期間に係る厚

生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａにおけ

る健康保険厚生年金保険被保険者原票の資格喪失時（昭和 47 年８月 31

日）の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、事業主が資格喪



失日を昭和 47 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所

（当時）がこれを同年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年８月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



東北（福島）国民年金 事案 1822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 10 月から 46 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年 10 月から 46 年８月まで 

私が 20 歳になった昭和 43 年＊月に母親が国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料も納付してくれていたはずであるが、国の記録では保険

料が未納とされている。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿において申立人の前後に記載されている国

民年金被保険者に係る国民年金手帳記号番号の払出日から、申立人の国民

年金手帳記号番号は昭和 45 年 10 月から 46 年９月までの間に払い出され

たものと推認される。また、申立人が所持している国民年金手帳によると、

国民年金保険料に係る印紙検認記録が昭和 46 年度から行われていること、

及び保険料納付に係る検認は 46 年９月分から記録され、同年８月以前の

46 年度の保険料の納付に係る検認記録は無いことが確認できる。これら

を踏まえると、申立人の国民年金の加入手続は 46 年９月頃に行われ、申

立人が 20 歳に到達した 43 年＊月に遡って被保険者資格を取得したものと

推認されることから、同加入手続が行われる前の申立期間は未加入期間で

あり、制度上、国民年金保険料を納付することができない。 

また、国民年金の加入手続が行われたと推認される時点においては、申

立期間のうち昭和 44 年６月以前の国民年金保険料は時効により納付する

ことができず、同年７月から 46 年８月までの保険料は過年度納付及び現

年度納付することが可能であるものの、加入手続後に遡って保険料が納付

されたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人が居住していたＡ町の国民年金被保険者



名簿（紙名簿）によれば、申立期間の国民年金保険料は未納とされており、

これはオンライン記録と一致している上、申立期間の申立人の国民年金保

険料を納付していたとするその母親は既に亡くなっており、申立期間当時

の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況を確認することはできない。 

加えて、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（福島）国民年金 事案 1823 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 48 年３月まで 

私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付は母親が行った。

保険料の納付は、納税組合を通じて行ったと母親から聞いており、両親

の保険料の納付記録が納付済みとなっているのに私の納付記録が未納と

されているのは納得がいかない。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料

の納付を行ったと述べており、Ａ市で二つの国民年金手帳記号番号の払出

しを受けているところ、申立人が昭和 44 年 10 月８日に払出しを受けた国

民年金手帳記号番号（＊）に係る国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

当該手帳記号番号の欄に、46 年 10 月に申立人が被保険者資格を喪失した

処理が行われたことを意味する表示が確認でき、申立人の同手帳記号番号

に係るＡ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）においても被保険者資格を

喪失したことを意味する表示が確認できる。 

また、申立人が所持する昭和 49 年８月 31 日に払出しを受けた国民年金

手帳記号番号（＊）に係る国民年金手帳が同年６月 24 日に発行されてい

ることが確認できることから、当該手帳記号番号に係る国民年金の再加入

手続がこの頃行われたものと推認され、この時点において、申立期間のう

ち 47 年３月以前の期間の保険料は、時効により納付することができない。 

さらに、申立人は、前述の国民年金の再加入手続も母親が行い、昭和

44 年９月から申立人が婚姻した 48 年 12 月以降まで継続して国民年金保

険料を納付してくれていたと思うと述べているものの、仮に、当該期間を



通じて継続して保険料を納付していたとすれば、通常の事務処理ではその

間に国民年金の再加入手続を行う必要は無い。その上、申立人の国民年金

手帳記号番号（＊）に係るＡ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿及び電子

データ）及び国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）によれば、申立

期間の保険料は未納とされており、国民年金手帳記号番号（＊）に係る同

市の被保険者名簿（紙名簿）においても申立期間の保険料が納付されたこ

とを確認できない。 

加えて、申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行っ

たとする申立人の母親は既に死亡しており、聴取することができないこと

から申立期間当時の状況が不明である上、申立人の母親が申立期間の国民

年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）国民年金 事案 1824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年４月から９年３月までの期間及び 16 年７月から 17 年

３月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年４月から９年３月まで 

② 平成 16 年７月から 17 年３月まで 

申立期間当時、自宅を訪れたＡ市の国民年金保険料徴収員に免除申請

書を提出し、免除申請の手続を行っていたので、申立期間を国民年金保

険料の申請免除期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＡ市の住民情報システムにおける国民年金保険料の申請免

除記録（電子データ）によると、平成 17 年５月６日に申立期間②の始期

である 16 年７月から開始される期間の国民年金保険料の免除申請がＡ市

で受付処理され、同年６月８日に同市から同申請が却下されていることが

確認できるなど、当該申請免除記録からは、申立期間①及び②の保険料が

免除された状況を確認することはできない。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿（電子データ）による

と、申立期間①の国民年金保険料は未納となっていることが確認できるこ

とから、当該期間の保険料の申請免除が行われていたとは考えにくい。 

さらに、申立期間②に係る国民年金保険料の申請免除は、制度上、申請

のあった日の属する月の前月から翌年６月までの期間を対象として、平成

15 年分の所得額に基づき承認の審査が行われるところ、Ｂ税務署が管理

している申立人に係る同年分の所得税の確定申告書によると、同申告書は

16 年 12 月に提出されていることが確認できることから、申立期間②のう

ち同年７月から同年 11 月までの期間については、免除申請が行われた場

合でも、承認の審査対象となる所得額を確認することができなかった状況



がうかがわれる上、当該所得額は当時の全額申請免除及び半額申請免除の

所得承認基準額を上回っていることが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



東北（秋田）国民年金 事案 1825 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年３月から同年５月までの期間及び 44 年３月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年３月から同年５月まで 

② 昭和 44 年３月 

年金事務所に国民年金保険料の納付記録について照会したところ、申

立期間の保険料を納付した事実は確認できないとの回答をもらった。 

しかし、申立期間①については、Ａ県Ｂ市に住んでおり、アパートの

近くの市役所で、申立期間②については、Ｃ市に帰ってきてから同市役

所で納付したはずなので、申立期間を国民年金保険料の納付済期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人のオンライン記録によれば、申立

期間①に係る昭和 43 年３月 28 日の国民年金被保険者の資格取得日及び同

年６月１日の同資格喪失日の追加処理、並びに申立期間②に係る任意加入

被保険者から強制加入被保険者への種別変更処理及び資格取得年月日を

44 年４月 14 日から同年３月 30 日とする訂正処理が平成 11 年４月 16 日

に行われたことにより未納期間となったものであり、これらの処理が行わ

れるまでは申立期間①及び②は国民年金の未加入期間であったことが確認

できる。 

また、申立人が所持する国民年金手帳によれば、申立人は、昭和 41 年

６月５日に国民年金の強制加入被保険者資格を喪失した後、44 年４月 14

日に任意加入被保険者資格を取得するまでの期間について、被保険者資格

の取得及び喪失に係る記録は記載されておらず、申立人の国民年金被保険

者台帳においても、41 年６月５日に国民年金被保険者資格を喪失してか

ら 44 年４月 14 日に任意加入被保険者の資格を取得するまでの期間は国民



年金の加入記録は確認できず、当該任意加入手続当時において申立期間①

及び②は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料の納付書は発行さ

れていなかったものと考えられる上、申立人に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。これらを踏

まえると、申立人は申立期間①及び②の保険料を納付することはできなか

ったものと考えられる。 

さらに、申立人は、申立期間①当時、Ｄ社を退職後すぐにＥ社への転職

が決まったとしている一方、アパートの近くの市役所で国民年金保険料を

納付したとしながら、納付場所についてＢ市役所かＦ市役所だったとする

など、申立期間①に係る国民年金と厚生年金保険の切替手続及び国民年金

加入手続並びに国民年金保険料の納付についての申立人の記憶は定かでは

ない上、申立人が申立期間①及び②について国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

①及び②の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3182 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年４月１日から 39 年 12 月１日まで 

私は、婚姻により昭和 39 年 11 月末でＡ事業所を退職したが、国の記

録では、申立期間について脱退手当金が支給されている。 

しかし、私は、退職後に脱退手当金の請求をした記憶も無ければ受け

取った記憶も無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿には、申立人に対し脱退手当

金が支給されたことを意味する表示が記されているとともに、申立期間に

係る脱退手当金は、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日か

ら約 10 か月後の昭和 40 年 10 月５日に支給決定されているほか、申立人

のＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票にも脱退手当金が支

給されたことを意味する表示が記載されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3186 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年 10 月１日から 32 年４月１日まで 

私が所持している資料では、昭和 31 年９月 26 日からＡ事業所に雇用

されたことが確認できるが、32 年４月１日にＢ共済組合で組合員の資

格を取得するまでの期間の厚生年金保険の記録が無い。申立期間を厚生

年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ団体から提出された申立人の「履歴書」及び同僚の証言により、申立

人が申立期間にＡ事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｃ団体は、申立人の厚生年金保険料控除及び納付の有無

などが確認できる資料は保存期限経過のため無い旨回答しており、申立人

が「臨時職員でも勤務開始時から厚生年金保険に加入させるという話があ

ったと記憶している。」と述べていることについても、当時の状況を確認

することができないとしている。 

また、上記同僚は、「申立人の厚生年金保険の加入状況等は分からな

い。」旨証言している。 

さらに、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申

立期間の厚生年金保険の加入記録は見当たらない。 

なお、上記被保険者名簿には、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得

日は昭和 32 年５月８日と記載されているところ、このことについて、Ｃ

団体は、「当団体が保有する申立人のＢ共済組合の記録によると、昭和

32 年４月１日から同年５月８日までについては『待機期間経過後の加

入』、同年５月８日以降については『厚生年金保険から移管』と表示され

ている。臨時職員の同組合への加入は、６か月間の待機期間を経過した翌



月からとされていることから、申立人は、Ａ事業所に勤務した 31 年９月

26 日から６か月経過後の 32 年４月１日に同組合に加入させる取扱いにな

ったと思われる。」旨回答していることから、申立人は同年５月８日にＡ

事業所で厚生年金保険に加入し、その後、同年４月１日に遡ってＢ共済組

合に加入したことに伴い、当該厚生年金保険被保険者期間も同組合の組合

員期間として移管されたものと認められる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（秋田）厚生年金 事案 3189 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年８月１日から同年 11 月１日まで 

② 昭和 42 年 10 月１日から 43 年 10 月１日まで 

③ 昭和 48 年 11 月１日から 49 年１月１日まで 

Ａ株式会社に常務取締役として勤務していた期間のうち、申立期間①

の標準報酬月額が１万円となっているが、当時の報酬は月額５万円であ

ったので標準報酬月額は当時の最高等級である３万 6,000 円が正しいと

思う。 

株式会社Ｂ及びＣ株式会社の代表取締役社長であった期間のうち、申

立期間②の前後の期間の標準報酬月額は当時の最高等級の６万円である

が、申立期間②は５万 2,000 円となっている。当時は株式会社Ｂから月

額７万円、Ｃ株式会社から月額１万 5,000 円の報酬を受けていたので、

標準報酬月額は６万円が正しいと思う。 

株式会社Ｂ及びＣ株式会社の代表取締役社長であった期間のうち、申

立期間③の標準報酬月額が 18 万円となっているが、当時は株式会社Ｂ

から月額 20 万円、Ｃ株式会社から月額４万 5,000 円の報酬を受けてい

たので、標準報酬月額は当時の最高等級の 20 万円が正しいと思う。 

各申立期間に控除された厚生年金保険料の証拠書類は無いが、各申立

期間に係る取締役会議事録及び所得税確定申告書等を提出するので標準

報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人から提出されたＡ株式会社の取締役会議事

録によると、申立人は、申立期間①当時、厚生年金保険の標準報酬月額の



最高等級に該当する報酬を同社から受けていたことが推認できる。 

しかし、申立人が提出した「35 年度総合所得申告」によると、社会保

険控除額が記載されており、当該控除額は、Ａ株式会社から受けた報酬か

ら控除されたものと考えられるが、申立期間①における各月の厚生年金保

険料の控除額は検証できない上、当該控除額は、申立人の主張する報酬月

額に見合う標準報酬月額から算出される社会保険料の金額及び健康保険厚

生年金保険被保険者原票の標準報酬月額から算出される社会保険料の金額

のいずれとも一致しない。 

また、Ａ株式会社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者報酬月

額変更決定通知書によると、申立人の標準報酬月額は、昭和 35 年 11 月１

日に３万 6,000 円に改定されたことが確認できるところ、同通知書に記載

された従前の標準報酬月額等級に見合う標準報酬月額は１万円であり、健

康保険厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額と一致している。 

さらに、申立人の申立期間①に係るＡ株式会社の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿及び被保険者原票によると、申立人の申立期間①及びその前

後の期間の標準報酬月額の改定経過は、オンライン記録と一致している。 

申立期間②及び③について、申立人から提出された株式会社Ｂの取締役

会議事録によると、申立人は、申立期間②及び③当時、厚生年金保険の標

準報酬月額の最高等級に該当する報酬を同社から受けていたことが推認で

きる。 

しかし、申立人は、申立期間②及び③当時、株式会社Ｂ及びＣ株式会社

の各事業所から報酬を受けていたと主張しているところ、申立人に係る健

康保険厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届の社会保険事務

所（当時）への届出の有無について、Ｄ年金事務所は、昭和 63 年以前の

二以上事業所勤務被保険者整理台帳を保存していないため不明としており、

申立人の申立期間②及び③における二以上事業所勤務被保険者としての報

酬月額について確認することができない。 

また、申立期間②について、申立人が提出した昭和 42 年分の所得税の

確定申告書によると、申立人は、株式会社Ｂ及びＣ株式会社のほかに、４

事業所から報酬を受けていたことが確認できるところ、申立人が提出した

同申告書に付随する資料によると、報酬から社会保険料が控除されていた

事業所は株式会社Ｂだけであったと考えられる記載が見られる上、同申告

書において確認できる報酬から控除された社会保険に係る保険料額は、健

康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録の標準報酬月額から

算出される社会保険料の金額とおおむね一致していることが認められる。 

さらに、申立期間③について、申立人が提出した昭和 48 年分の所得税

の確定申告書によると、申立人は、株式会社Ｂ及びＣ株式会社のほかに、

１事業所から報酬を受けていたことが確認できるところ、申立人が提出し



た同申告書に付随する資料によると、報酬から社会保険料が控除されてい

た事業所は株式会社Ｂだけであったと考えられる記載が見られる上、同申

告書において確認できる報酬から控除された社会保険に係る保険料額は、

健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録の標準報酬月額か

ら算出される社会保険料の金額とおおむね一致していることが認められる。 

加えて、オンライン記録によると、申立人は、申立期間③当時、Ｅ厚生

年金基金に加入していたことが確認できるところ、同基金から提出された

加入員台帳における標準報酬月額の記録は、申立人の株式会社Ｂに係る健

康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録で確認できる標準報

酬月額と一致している。 

このほか、各申立期間において、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

各申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（秋田）厚生年金 事案 3190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年６月 21 日から同年７月１日まで 

私は、昭和 52 年４月にＡ株式会社に入社し、同年６月から、同社の

子会社として創設されたＢ株式会社に勤務していたが、申立期間が厚生

年金保険の被保険者期間になっていない。 

申立期間も継続してＢ株式会社に勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の被保険者記録、Ｂ株式会社から提出された申立人の

履歴書及び複数の同僚の回答から判断すると、申立人は、申立期間におい

て同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、事業所記号払出簿によると、Ｂ株式会社は、昭和 52 年

７月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

また、Ｂ株式会社は、申立期間に係る給与からの厚生年金保険料の控除

について、翌月控除であるとしているところ、申立人から提出された給与

明細表において、昭和 52 年７月に支給された給与から厚生年金保険料は

控除されていないことが確認できる上、同社は、同年６月分の厚生年金保

険料を給与から控除していなかったと回答している。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（山形）厚生年金 事案 3191 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 11 月 13 日から 43 年３月 15 日まで 

株式会社ＡのＢ事業所（現在は、株式会社Ｃ）において、季節労務員

として夫と一緒に勤務していたが、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者記録が無いので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、出稼ぎには常に夫と一緒に行っていたとしているが、申立人

及びその夫の季節労務員証によると、いずれも株式会社ＡのＢ事業所にお

ける就労期間を昭和 43 年 11 月 17 日から 44 年４月 12 日までの期間、同

年 11 月 18 日から 45 年４月 15 日までの期間及び同年 11 月 15 日から 47

年４月 11 日までの期間とする就労証明が記載されていることが確認でき、

おおむねオンライン記録の厚生年金保険被保険者期間と一致しているとこ

ろ、申立期間に係る就労証明の記載は申立人及びその夫の季節労務員証の

いずれにも無く、当該期間における申立人の勤務実態について確認できな

い。 

また、株式会社Ｃは、申立期間当時の関係資料を保管しておらず、申立

期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認できない。 

さらに、国民年金被保険者台帳及びオンライン記録によると、申立期間

を含む昭和 41 年 11 月から 43 年２月までの期間について、申立人及びそ

の夫は、共に国民年金加入期間となっており、国民年金保険料が納付済み

であることが確認できる上、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証に

よると、「初めて資格を取得した年月日」は申立期間後の同年３月 28 日

であることが確認でき、オンライン記録によれば、申立期間に厚生年金保



険被保険者として申立人の記録は確認できず、申立期間当時、申立人に別

の厚生年金保険被保険者台帳の記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

加えて、申立期間における株式会社ＡのＢ事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿及び事業所別被保険者名簿の整理番号は連番で欠番は

無く、申立人及びその夫の氏名は見当たらない。 

なお、申立人と同時期にＤ県Ｅ市から株式会社ＡのＢ事業所に出稼ぎに

行ったとして申立人が氏名を挙げた同僚は、申立人及びその夫は一緒に出

稼ぎに行っていたとしているところ、申立期間において、申立人及びその

夫が同社に勤務していたかどうかは不明としている。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3192（宮城厚生年金事案 1539 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年６月１日から 50 年 10 月１日まで 

株式会社Ａに嘱託として勤務していた期間について、給与から厚生年

金保険料が控除されていたとして申立てを行ったが、記録の訂正は認め

られなかった。 

新たな事実は無いが、前回の申立てにおいて、株式会社Ａからの振込

額は源泉所得税が控除された金額であり、社会保険料は控除されていな

かったと判断されたが、振込額からすると社会保険料が含まれた額が控

除されていたと思われるので再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間における株式会社Ａに係る申立てについては、ⅰ）申

立人は、同社から健康保険証を交付された記憶は無いとしており、厚生年

金保険料の控除についても記憶が曖昧であること、ⅱ）申立人は、同社に

Ｂ職として勤務していたと主張しているところ、同社は、Ｂ職の待遇につ

いて、報酬は給与ではなく「契約料」として支払っており、社会保険には

加入させておらず、所得税のみを源泉徴収していたと説明していること、

ⅲ）申立人が一緒に勤務していたとして名前を挙げた同僚についても同社

において厚生年金保険の被保険者であったことが確認できないこと、ⅳ）

同社では、賃金台帳等の資料を保管していないことなどを理由として既に

年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定に基づく平成 22 年８月

20 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、前回の年金記録確認Ｃ地方第三者委員会の判断に対し、

新たな資料及び情報の提供は無いが、株式会社Ａの報酬から社会保険料が

控除されていたと主張して再度申立てを行っている。 



しかしながら、株式会社Ａの事業主に再度聴取したところ、嘱託のＢ職

は社員として取り扱っておらず、社会保険には加入させていなかったと述

べていることから、同社は、申立人を厚生年金保険に加入させていなかっ

たことが認められる。 

また、申立人が提出した預金通帳の写しにおいて、申立期間当時、株式

会社Ａから振り込まれたと主張する金額について、昭和 50 年１月 29 日よ

り前は、同社からの振込みであることが確認できない上、当該振込みにお

いて預金通帳に記載された入金区分は「その他振込金」とされており、給

与として取り扱われていなかったと認められる。 

さらに、上記預金通帳によると、昭和 50 年１月 29 日以降は株式会社Ａ

からの振込みが確認できるところ、当該振込額からは総支給額及び控除の

内訳が確認できないことから、申立人が同社から受け取った報酬から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認することはできない。 

加えて、申立人が自身と同様に嘱託として株式会社Ａに勤務していたと

して名前を挙げた同僚は、同社において厚生年金保険被保険者であった記

録は見当たらず、当該同僚を特定できない。 

これらのことから、申立人の主張は年金記録確認Ｃ地方第三者委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情は認められず、そのほかに同委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年２月１日から 31 年９月１日まで 

② 昭和 31 年９月１日から同年 11 月１日まで 

申立期間①について、Ａ事業所を通して採用され、Ｂ施設にＣ職とし

て勤務した。 

申立期間②について、申立期間①の施設がＤ市Ｅ地区に移り一緒に来

てほしいと言われ、Ｅ地区のＦ事業所を通して同施設にＣ職として勤務

した。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険の加入記録が無いが、勤務

していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、Ｂ施設にＣ職として勤務したと

主張しているが、申立人が勤務したとするＧ団体の従業員に係る社会保険

の取扱いについては、Ｈ要員のうちＩ業務に使用されるに至った者の被保

険者資格について（昭和 26 年７月３日付保発第 51 号厚生省保険局長通

知）により、Ｈ要員は、昭和 26 年７月１日以降は、Ｊ業務等に使用され

る者は強制被保険者となるが、Ｃ職及びＫ業務等に使用される者は強制被

保険者とならないこととされており、同通知によれば、申立人は申立期間

①及び②において厚生年金保険の強制被保険者ではなかったことが認めら

れる。 

また、Ｌ県に保管されているＧ団体及びＡ事業所等に係る資料を調査し

たが、申立期間①及び②に係る申立人に関する資料及び申立人の氏名を確

認することはできない。 



さらに、Ｌ県内のＡ事業所等に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を調査したが、申立人の申立期間①及び②における被保険者記録は見当た

らない。 

加えて、申立人が、申立期間①当時に同じ仕事をしたとして名前を挙げ

た同僚についても、Ｌ県の資料及び上記被保険者名簿全てにおいて氏名は

見当たらず、厚生年金保険被保険者であることの確認ができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（岩手）厚生年金 事案 3194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13 年４月１日から同年７月１日まで 

私は、Ａ県にあるＢ事業所に平成 11 年 10 月 19 日から現在に至るま

で臨時職員として勤務しており、13 年７月１日に厚生年金保険被保険

者資格を取得したが、勤務内容、勤務日数及び勤務時間が変更となり、

所定労働時間が正職員と同様となったのは同年４月１日であるので、申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所から提出された申立人の出勤簿、当該事業所の回答及び雇用保

険の被保険者記録から、申立期間において、申立人が、正職員と同じ勤務

日数及び勤務時間で、臨時職員として同事業所に勤務していたことが確認

できる。 

しかし、Ｂ事業所は、申立期間の厚生年金保険料の控除方法は翌月控除

であったとしているところ、同事業所から提出された申立人の平成 13 年

度賃金台帳によると、申立期間に係る平成 13 年５月分から同年７月分ま

での給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、Ｂ事業所の事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日

を平成 13 年７月１日と届け出ていることから、同年４月から同年６月ま

での期間について、厚生年金保険料を納付していないとしている。 

さらに、Ｂ事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬月額決定通知書によると、申立人の厚生年金保険被保険

者資格取得日は平成 13 年７月１日であることが確認でき、当該被保険者

資格取得日はオンライン記録と一致する上、不自然な訂正は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給



与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年６月１日から 38 年 10 月１日まで 

年金記録を確認したところ、臨時的任用職員としてＡ事業所に勤務し

ていた期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＢ社が発行した勤務証明書及び同社の回答から、申立

人は、申立期間において同社のＡ事業所に臨時的任用職員として勤務して

いたことが確認できる。 

しかしながら、事業所記号払出簿及びオンライン記録によると、Ａ事業

所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 60 年 10 月１日であり、

申立期間において適用事業所となっていない。 

また、オンライン記録によると、Ｂ社本社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 38 年 11 月１日であり、申立期間において厚生年金保険

の適用事業所となっていないところ、事業所記号払出簿によると、同社本

社が申立期間において適用事業所となっていることが確認できるが、同払

出簿の備考欄に記載された複数の事業所記号について、所在地欄に「Ｂ社

Ｃ事業所、Ｄ事業所等適用」と記載されている上、当該各事業所に係る健

康保険労働者年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者名

簿に記載された事業所名は、「Ｂ社Ｅ事業所」、「Ｂ社Ｄ事業所」等とな

っており、Ａ事業所の名称は記載されていない。 

さらに、Ｂ社は、「申立人に係る社会保険台帳及び給与台帳は保管して

いないが、申立期間においてＡ事業所が厚生年金保険の適用事業所となっ

ていないことから、申立人を厚生年金保険に加入させておらず、厚生年金



保険料も控除していなかったと思われる。」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（宮城）厚生年金 事案 3196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 11 月１日から 23 年３月１日まで 

私は、申立期間について、Ａ株式会社において経理担当として勤務し、

平成 19 年 12 月からは役員でもあったところ、報酬については退社する

まで 25 万円で変更はなかった。 

健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等を社会保険事務

所（当時）に提出するに当たり、社長の指示により実際の報酬に見合う

標準報酬月額よりも２等級ほど低い標準報酬月額で作成していたが、年

金記録を確認したところ、私の記憶よりも著しく低額な標準報酬月額と

なっていることが分かった。 

確定申告書等を提出するので、申立期間の標準報酬月額の記録をその

社会保険料控除欄に記載されている保険料に見合う額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ株式会社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

について、確定申告書等に記載されている社会保険料に見合う標準報酬月

額に訂正してほしいと主張しているが、申立期間のうち平成 19 年 11 月か

ら 20 年 11 月までの標準報酬月額については、申立人は 19 年分及び 20 年

分に係る確定申告書、給与明細書等の資料を所持していないことから、当

該期間に係る申立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認すること

ができない。 

申立期間のうち、平成 20 年 12 月から 23 年２月までの標準報酬月額に

ついては、申立人が提出した確定申告書等から算出した報酬月額及び厚生

年金保険料から、オンライン記録の標準報酬月額よりも高額の給与を支給

され、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高額の保険料が控

除されていたことがうかがえる。 



しかし、申立人は、自身がＡ株式会社の取締役であったと述べていると

ころ、商業登記簿謄本により平成 19 年 12 月から同社の取締役であったこ

とが確認できる。 

また、申立人は、Ａ株式会社の経理及び社会保険事務を担当し、健康保

険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等を社会保険事務所に提出す

るに当たり、社長の指示に従って、実際の報酬に基づく標準報酬月額より

も２等級ほど低い標準報酬月額に基づく報酬月額で作成していただけで社

員の給与及び社会保険事務の取扱いに関して一切権限が無かった旨主張し

ているが、その主張を裏付ける資料及び証言を得ることはできない上、取

締役であり、社会保険事務の担当であった申立人が、自らの標準報酬月額

の届出について全く関与せず、また、承知していなかったとは考え難い。 

さらに、現在、Ａ株式会社は事業を行っておらず、申立期間に申立人が

指示を受けたとする当時の代表取締役は既に亡くなっている上、商業登記

簿上における現在の代表取締役も、平成 23 年の災害のため、申立期間に

係る資料を保管していないと回答していることから、当時の状況について

確認することができない。 

加えて、申立期間に係る複数の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額

算定基礎届等により確認できる申立人の標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額と一致している上、不自然な訂正等は見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していない

ことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記

録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

したがって、申立人が、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められたとしても、特例

法第１条第１項ただし書の規定により、申立期間当時、Ａ株式会社の取締

役であり、社会保険事務の担当者であった申立人は、「保険料納付義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場

合」に該当すると認められることから、申立期間については同法に基づく

記録訂正の対象とすることはできない。 



東北（青森）厚生年金 事案 3197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年９月１日から 54 年１月１日まで 

② 昭和 54 年１月１日から同年４月１日まで 

③ 昭和 54 年４月１日から同年７月１日まで 

私は、Ａ担当のＢ職としてＣ事業所に勤務した期間のうち、各申立期

間が厚生年金保険の被保険者期間となっていないが、申立期間①はＤ施

設に勤務した４か月間について、申立期間②はＥ施設に勤務した３か月

間について、申立期間③はＦ施設に勤務した期間のうち、昭和 54 年４

月１日から同年７月１日までの期間について、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ事業所の従業員の任命権者であるＧ団体は、申立人について、申立期

間①に係るＤ施設において、昭和 53 年９月１日から同年 10 月 31 日まで

の２か月間及び同年 11 月１日から同年 12 月 31 日までの２か月間の継続

した任用期間で、申立期間②に係るＥ施設において、54 年１月１日から

同年３月 31 日までの３か月間の任用期間で、申立期間③に係るＦ施設に

おいて、同年４月１日から同年６月 30 日までの３か月間及び同年７月１

日から同年 12 月 31 日までの６か月間の継続した任用期間で、いずれもＢ

職として採用されていたとしていることから、申立人は、各申立期間にお

いて、Ｃ事業所の各施設に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｇ団体は、Ｃ事業所にＢ職として採用された者に係る厚

生年金保険への加入について、法令に基づき取り扱うこととし、所属する

Ｃ事業所の各施設が適用事業所として厚生年金保険に加入させていたとし

ており、申立人の各申立期間における厚生年金保険への加入については不



明としていることから、申立人が各申立期間において、厚生年金保険に加

入していたことを確認することができない。 

申立期間①について、Ｄ施設は、当時の関係資料は無く、不明としてい

ることから、申立人に係る給与からの厚生年金保険料控除等を確認するこ

とができない。 

また、Ｇ団体は、申立期間①を含む昭和 53 年度にＤ施設において、申

立人と同様にＢ職として採用されていた者は申立人以外に二人おり、新規

採用時の任用期間はそれぞれ２か月及び４か月であったとしているところ、

同施設に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、同年度に厚生

年金保険の被保険者資格を取得している者は見当たらないことから、同施

設においては必ずしも全てのＢ職を厚生年金保険に加入させていたわけで

はなかったことがうかがえる。 

さらに、上記被保険者原票によると、申立期間①の前後に厚生年金保険

の被保険者資格を取得している者は昭和 50 年度に一人及び 54 年度に一人

が確認できるところ、Ｇ団体は、このうちＢ職として採用した者は 50 年

度の一人であり、当該職員の新規採用時の任用期間は４か月であったとし

ていることから、申立人と同様にＤ施設に係る新規採用時の任用期間が２

か月であったＢ職で厚生年金保険の被保険者資格を取得している者は見当

たらない。 

これらのことから、Ｄ施設において、申立期間①当時、新規採用時の任

用期間が２か月であったＢ職は厚生年金保険に加入させていなかったこと

がうかがえる。 

申立期間②について、Ｅ施設は、当時の関係資料は無く、不明としてい

ることから、申立人に係る給与からの厚生年金保険料控除等を確認するこ

とができない。 

また、Ｇ団体は、申立期間②を含む昭和 53 年度にＥ施設において、申

立人と同様にＢ職として採用された者はいないとしていることから、申立

期間②当時、同施設におけるＢ職の厚生年金保険への加入状況を確認する

ことができない。 

さらに、Ｅ施設に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申

立期間②の前後に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者は昭和

52 年度に４人及び 54 年度に１人が確認できるところ、Ｇ団体は、このう

ち、52 年度の３人及び 54 年度の１人はＢ職として採用されており、これ

らの者に係る新規採用時の任用期間は、52 年度に採用した３人について

は、それぞれ６か月、８か月及び５か月であり、54 年度に採用した１人

は 12 か月であったとしていることから、申立人と同様に同施設に係る新

規採用時の任用期間が３か月であったＢ職で厚生年金保険の被保険者資格

を取得している者は見当たらない。 



これらのことから、Ｅ施設において、申立期間②前後は、新規採用時の

任用期間が５か月未満のＢ職は厚生年金保険に加入させていなかったこと

がうかがえる。 

申立期間③について、Ｆ施設は、「申立人はＢ職としての勤務実態があ

り、昭和 54 年４月１日から 55 年３月 31 日までの継続雇用のため、54 年

４月１日から同年６月 30 日までの期間が厚生年金保険に未加入となって

いるとは考えにくい。資料は無いが、採用時に社会保険の加入手続はして

いたものと思われる。」としているが、当時の関係資料は無く、厚生年金

保険被保険者資格取得届の提出及び給与からの厚生年金保険料控除等は不

明としていることから、申立人に係る被保険者資格の取得及び厚生年金保

険料控除等を確認することができない。 

また、Ｇ団体は、申立期間③を含む昭和 54 年度にＦ施設において、申

立人と同様にＢ職として採用されていた者は申立人以外に４人いたとして

いるところ、同施設に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、

同年度に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者は申立人を除き３

人が確認できることから、同施設においては必ずしも全てのＢ職を厚生年

金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、上記被保険者原票によると、申立期間③当時に厚生年金保険の

被保険者資格を取得している３人が確認できるところ、Ｇ団体は、当該３

人はいずれもＢ職として採用されており、これらの者に係る新規採用時の

任用期間は、２人が４か月及び他の１人は６か月であったとしていること

から、申立人と同様にＦ施設に係る新規採用時の任用期間が３か月であっ

たＢ職で厚生年金保険の被保険者資格を取得している者は見当たらない。 

これらのことから、Ｆ施設において、申立期間③当時、新規採用時の任

用期間が４か月未満の者は厚生年金保険に加入させていなかったことがう

かがえる。 

なお、オンライン記録によると、申立人のＦ施設における任用期間のう

ち昭和 54 年７月１日から同年 12 月 31 日までの期間に係る被保険者記録

は、同年７月１日から同年９月１日までは厚生年金保険の被保険者、同年

９月１日以降はＨ共済組合の組合員とされている。 

このほか、申立人が各申立期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として各申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東北（秋田）厚生年金 事案 3198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年７月１日から 41 年２月７日まで 

私は、申立期間においてＡ県Ｂ市Ｃ地区にあったＤ株式会社が経営す

るＥ施設に勤務していたが、当該期間の厚生年金保険被保険者記録が無

い。 

Ｄ株式会社の親会社であったＦ株式会社において厚生年金保険に加入

していたことも考えられるので、詳しく調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＤ株式会社に係る詳細な記憶及び同僚の回答から判断すると、

申立人は、期間は特定できないものの、同社に勤務していたことが推認で

きる。 

しかしながら、事業所記号簿、事業所別被保険者名簿及びオンライン記

録によると、Ｄ株式会社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

41 年３月１日であり、申立期間において適用事業所ではなかったことが

確認できる。 

また、Ｄ株式会社は既に解散している上、申立期間当時の事業主は亡く

なっており、申立人の厚生年金保険の加入状況を確認できない。 

一方、申立人は、Ｄ株式会社の親会社であるＦ株式会社において厚生年

金保険に加入していることも考えられるとしているところ、申立人は、昭

和 40 年３月 10 日から 41 年３月 21 日までの期間について、同社において

雇用保険の被保険者記録が確認できる。 

しかしながら、Ｆ株式会社は、申立期間当時の資料を保管しておらず、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況は分からないとしている。 

また、事業所別被保険者名簿及びオンライン記録によると、昭和 41 年



３月にＤ株式会社において厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は

14 人確認できるところ、このうちの１人は、申立期間よりも前からＦ株

式会社において厚生年金保険の被保険者記録があるものの、当該同僚は、

「自分はＦ株式会社にＧ職として入社し、同社の社長の命令でＤ株式会社

に転籍した。」旨回答している。 

さらに、当該同僚を除く 13 人は、Ｄ株式会社において厚生年金保険の

被保険者資格を取得する前の期間は、国民年金の被保険者期間又は未加入

期間となっており、Ｆ株式会社における厚生年金保険の被保険者記録は見

当たらず、このうち１人は、申立人と同じ期間に同社において雇用保険の

被保険者記録が確認できるものの、厚生年金保険の被保険者とはなってい

ないことから、Ｄ株式会社に入社した者については、同社が厚生年金保険

の適用事業所となるまでは、厚生年金保険に加入させていなかったことが

うかがえる。 

加えて、Ｆ株式会社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立期間を

含む昭和 38 年 12 月 21 日から 41 年２月８日までに同社において厚生年金

保険の被保険者資格を取得した 101 人の中に申立人の氏名は見当たらず、

「健保証の番号」に欠番は無い上、不自然な訂正等は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 




